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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第23期

第１四半期累計期間
第24期

第１四半期累計期間
第23期

会計期間
自2018年10月１日
至2018年12月31日

自2019年10月１日
至2019年12月31日

自2018年10月１日
至2019年９月30日

売上高 （千円） 2,844,012 2,952,553 11,410,180

経常利益 （千円） 894,346 713,470 2,744,083

四半期（当期）純利益 （千円） 600,168 484,047 1,773,188

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,414,573 1,421,597 1,414,573

発行済株式総数 （株） 17,131,050 17,283,750 17,131,050

純資産額 （千円） 6,726,657 7,651,982 7,642,423

総資産額 （千円） 9,670,412 10,855,721 10,861,608

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 35.03 28.19 103.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 33.26 27.07 98.47

１株当たり配当額 （円） － － 31.00

自己資本比率 （％） 69.6 70.5 70.4

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準

からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。なお、第23期において当社が有し

ていた非連結子会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい非連結子会社であったため、

記載を省略しております。また、第23期第１四半期累計期間は、関連会社を有していないため、記載してお

りません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　なお、管理業務効率化とマネジメント強化の観点から、2019年10月に当社の完全子会社である株式会社エデュカを

吸収合併いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

①　経営成績に関する説明

　当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益及び雇用・所得環境の改善から緩やかな回復基調が

続いたものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動による影響が懸念され、先行きは不透明な状況が続い

ております。

　当社の属する教育サービス業界におきましては、共働き世帯増加などを背景に子供１人当たりの教育費は増加

傾向にあり、子供達への手厚い指導を求める保護者から、個別指導塾や自立学習塾等へのニーズが高まっており

ます。しかしながら少子化による学齢人口の減少は続いており、学習塾間の競争は激しさを増している状況で

す。また、2020年度以降に控える教育改革により、教育サービス各社は尚一層の創意工夫が求められておりま

す。

　当社は、このような状況のもと、中核事業であります「森塾」（個別指導塾）を当第１四半期会計期間末にお

いて直営で100教室（前年同四半期比12教室増）展開し、生徒の成績向上にまい進いたしました。この結果、

「森塾」の当第１四半期会計期間末における直営在籍生徒数は30,160人（前年同四半期比1,579人増）となりま

した。「自立学習ＲＥＤ」（教育ＩＴを利用した学習塾）のフランチャイズ展開につきましては、当第１四半期

会計期間末においてＦＣ教室数86教室（前年同四半期比38教室増）となりました。その他の事業におきまして

も、販路の維持及びサービス向上に努め、売上は堅調に推移いたしました。一方、組織力強化のための人員増及

び新校舎の設備関連費用増加などにより、当初想定通り売上原価、販売費及び一般管理費が増加しました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は2,952,553千円（前年同四半期比3.8％増）、営業利益は

713,189千円（前年同四半期比20.2％減）、経常利益は713,470千円（前年同四半期比20.2％減）、四半期純利益

は484,047千円（前年同四半期比19.3％減）となりました。

　なお、当社の業績は、「森塾」を中核事業とする学習塾サービスにおいて、夏期（７月・８月）、冬期（12

月・１月）、春期（３月・４月）の講習実施時期に、他の月と比較して売上高が増加する傾向にあります。ま

た、教育関連サービスのテキスト販売においては、新学期開始前の３月前後に売上高が集中する傾向にありま

す。

　当社は、教育サービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。

 

②　財政状態に関する説明

（資産）

　当第１四半期会計期間末における総資産は、10,855,721千円（前事業年度末10,861,608千円）となり、5,887

千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少291,494千円、投資その他の資産の減少198,294千円、

商品及び製品の増加154,551千円及び有形固定資産の増加138,859千円によるものであります。

（負債）

　当第１四半期会計期間末における負債は、3,203,738千円（前事業年度末3,219,185千円）となり、15,447千円

減少いたしました。これは主に、未払法人税等の減少297,332千円によるものであります。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末における純資産は、7,651,982千円（前事業年度末7,642,423千円）となり、9,559千

円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加209,953千円及び自己株式の増加214,442千円によるもので

あります。

 

(2）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は、50,463千円となりました。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2019年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 17,283,750 17,293,650
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

ります。

なお、単元株式数は

100株であります。

計 17,283,750 17,293,650 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2020年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ
れた株式数は含まれておりません。

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2019年10月１日～

2019年12月31日

（注１）

152,700 17,283,750 7,024 1,421,597 7,024 1,411,597

　（注）１．2019年10月１日から2019年12月31日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。

２．2020年１月１日から2020年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が9,900株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ455千円増加しております。

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2019年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2019年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,129,100 171,291

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

なお、単元株式数は100

株であります。

単元未満株式 普通株式 1,850 － －

発行済株式総数  17,131,050 － －

総株主の議決権  － 171,291 －

（注）単元未満株式には、当社保有の自己株式95株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2019年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社スプリックス
新潟県長岡市大手通

二丁目３番地２
100 - 100 0.00

計 － 100 - 100 0.00

（注）　直前基準日以降、2019年11月14日の取締役会決議に基づき、東京証券取引所における市場買付を実施し、

170,000株増加しております。また、単元未満株式の買取請求による取得に伴い95株保有しております。これ

らの結果、2019年12月31日現在の自己株式の実質所有数は170,195株となっております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2019年10月１日から2019年12

月31日まで）及び第１四半期累計期間（2019年10月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。なお、前事業年度においては、子会

社を有していたものの、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64

号）第５条第２項により、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性

が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2019年９月30日)
当第１四半期会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,819,546 6,528,051

売掛金 169,483 150,990

商品及び製品 202,655 357,207

仕掛品 27,716 55,306

前払費用 97,448 108,810

未収入金 1,507,688 1,575,424

その他 75,469 113,075

貸倒引当金 △8,433 △14,638

流動資産合計 8,891,575 8,874,226

固定資産   

有形固定資産 838,970 977,829

無形固定資産 48,586 119,481

投資その他の資産   

その他 1,082,658 884,363

貸倒引当金 △180 △180

投資その他の資産合計 1,082,477 884,182

固定資産合計 1,970,033 1,981,494

資産合計 10,861,608 10,855,721

負債の部   

流動負債   

買掛金 62,416 51,401

未払金 640,520 737,422

未払法人税等 595,644 298,311

前受金 1,152,357 1,137,632

賞与引当金 11,950 89,040

預り金 132,179 132,887

成績保証引当金 7,064 5,047

返品調整引当金 16,173 17,747

その他 169,894 274,529

流動負債合計 2,788,199 2,744,020

固定負債   

役員退職慰労引当金 67,000 67,300

退職給付引当金 81,841 88,280

資産除去債務 282,144 304,137

固定負債合計 430,985 459,717

負債合計 3,219,185 3,203,738

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,573 1,421,597

資本剰余金 1,404,573 1,411,597

利益剰余金 4,823,668 5,033,622

自己株式 △391 △214,834

株主資本合計 7,642,423 7,651,982

純資産合計 7,642,423 7,651,982

負債純資産合計 10,861,608 10,855,721
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期累計期間
(自　2018年10月１日
　至　2018年12月31日)

 当第１四半期累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2019年12月31日)

売上高 2,844,012 2,952,553

売上原価 1,466,656 1,666,174

売上総利益 1,377,355 1,286,378

販売費及び一般管理費 483,125 573,188

営業利益 894,230 713,189

営業外収益   

受取利息 7 7

受取保険金 － 597

業務受託料 － 536

その他 307 799

営業外収益合計 314 1,940

営業外費用   

支払手数料 188 1,497

その他 10 162

営業外費用合計 198 1,659

経常利益 894,346 713,470

特別損失   

抱合せ株式消滅差損 － 1,041

特別損失合計 － 1,041

税引前四半期純利益 894,346 712,428

法人税、住民税及び事業税 310,390 269,327

法人税等調整額 △16,212 △40,946

法人税等合計 294,178 228,381

四半期純利益 600,168 484,047
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

 
前第１四半期累計期間
（自 2018年10月１日
至 2018年12月31日）

当第１四半期累計期間
（自 2019年10月１日
至 2019年12月31日）

減価償却費 24,844千円 33,013千円

のれんの償却額 － 4,737千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2018年10月１日　至　2018年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年11月13日

取締役会
普通株式 342,621 20 2018年９月30日 2018年12月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月14日

取締役会
普通株式 274,093 16 2019年９月30日 2019年12月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

　　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

Ⅰ．共通支配下の取引

　当社は、2019年６月17日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社エデュカ（以下、「エ

デュカ」）を吸収合併（以下、「本合併」）することについて決議し、2019年６月18日付で合併契約を締結

し、2019年10月１日に吸収合併いたしました。

１．取引の概要

（1）合併の目的

　エデュカは、当社の中核事業である個別指導塾「森塾」のフランチャイジーとして、茨城県において「森

塾」を３教室運営しております。この度、管理業務効率化とマネジメント強化の観点から、エデュカを当社に

吸収合併することとなりました。

（2）合併の要旨

① 合併の日程

　取締役会決議日　　　　　　　2019年６月17日

　合併契約締結日　　　　　　　2019年６月18日

　合併日（効力発生日）　　　　2019年10月１日

（注）本合併は、当社は会社法第796条第２項の規定に基づく簡易合併に該当し、エデュカにおいては会社法

第784条第１項の規定に基づく略式合併に該当するため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いた

しません。

② 合併の方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、エデュカは解散いたしました。

③ 合併に係る割当の内容

　当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の

支払いはありません。

④ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　該当事項はありません。

（3）消滅会社の概要

　商号　　　　　　　　　株式会社エデュカ

　本店所在地　　　　　　茨城県つくば市東新井14番地２

　代表者の役職・氏名　　代表取締役　山田　朋央

　事業内容　　　　　　　個別指導塾の運営

　資本金　　　　　　　　３百万円

（4）合併後の状況

　本合併により、当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありませ

ん。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成31年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日）に基づき、共通支

配下の取引として処理しました。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、教育サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　2018年10月１日
至　2018年12月31日）

当第１四半期累計期間
（自　2019年10月１日
至　2019年12月31日）

（１）１株当たり四半期純利益 35.03円 28.19円

　　（算定上の基礎）   

　　四半期純利益（千円） 600,168 484,047

　　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　　普通株式に係る四半期純利益（千円） 600,168 484,047

　　普通株式の期中平均株式数（株） 17,131,043 17,173,774

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 33.26円 27.07円

　　（算定上の基礎）   

　　四半期純利益調整額（千円） － －

　　普通株式増加数（株） 912,531 710,326

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業

年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

 

（重要な後発事象）

　当社は、2020年２月３日開催の取締役会において、以下のとおり子会社を設立することを決議し、2020年２月10

日付で設立しております。

 

(1）目的

　子会社設立により、2020年内の運営開始を目指す新たなプログラミング検定を通じて、昨今急速に広がるプログ

ラミング教育のための評価指標を提供し、プログラミングを学習する幅広い層への普及に努めてまいりたいと考え

ております。

 

(2）子会社の概要

　会社名　　　　　　株式会社プログラミング総合研究所

　所在地　　　　　　東京都豊島区西池袋一丁目11番１号

　事業の内容　　　　プログラミング検定の開発、実施、販売

　資本金　　　　　　50,000千円（払込金100,000千円のうち、２分の１を資本金へ組入）

　設立の時期　　　　2020年２月10日

　出資比率　　　　　当社60％、株式会社サイバーエージェント40％

 

２【その他】

2019年11月14日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………274,093千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………16円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2019年12月27日

（注）　2019年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年２月12日

株式会社スプリックス

取締役会　御中

 

有限責任　あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 福島　　力

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 池田　幸恵

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スプ
リックスの2019年10月１日から2020年９月30日までの第24期事業年度の第１四半期会計期間（2019年10月１日から2019年
12月31日まで）及び第１四半期累計期間（2019年10月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、
四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期財務諸表に対する経営者の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スプリックスの2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな
かった。
 
利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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